
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ13.7  ほう素等３項目に一律排水基準を設定 

直ちに一律排水基準を達成することが著しく 

困難であった40業種に暫定排水基準を設定 

Ｈ16.7  省令改正により暫定排水基準を見直し 

引き続き26業種に暫定排水基準を設定 

Ｈ19.6  省令改正により暫定排水基準を見直し 

引き続き21業種に暫定排水基準を設定 

適用期間は、Ｈ19.7.1～Ｈ22.6.30 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有害物質に係る水質汚濁防止法と府条例に基づく排水基準 

図 上水道水源地域図 

資料２－１ 

水質汚濁防止法の暫定排水基準の見直しの内

容も踏まえ、大阪府の上乗せ条例及び生活環境

の保全等に関する条例に基づく平成 20 年４月

以降の暫定排水基準について検討 

【ほう素等３項目に係る法及び条例に基づく一律排水基準】 

排 水 基 準 

項    目 水質汚濁 

防 止 法 

上乗せ条例及び 

生活環境保全条例

<参考> 

環境基準 

上水道水源地域 1mg/L 海域以外の公共用水域に 

排出されるもの その他の地域 
10mg/L 

 
1mg/L ほう素及び 

その化合物 

海域に排出されるもの 230mg/L 10mg/L  

上水道水源地域 0.8mg/L 海域以外の公共用水域に 

排出されるもの その他の地域 
8mg/L 0.8mg/L ふっ素及び 

その化合物 

海域に排出されるもの 15mg/L 
 

 

上水道水源地域 10mg/L ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物 

及び硝酸化合物 その他の地域 
100mg/L 

 

硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素として

10mg/L 
 

国における水質汚濁防止法の経過措置の見直し 

【ほう素等３項目に係る 

上乗せ条例における暫定排水基準】 

○上乗せ排水基準に対する暫定排水基準 

   上水道水源地域 

   ほう素     ２業種区分 

ふっ素     １業種区分 

アンモニア等  ６業種区分 

   海 域 

     ほう素     10業種区分 

○水質汚濁防止法暫定排水基準に対する 

暫定上乗せ排水基準

     ふっ素     ５業種区分 

○適用期限 
平成20年３月31日 

暫定排水基準の見直し（H19.6）の概要 

  ほう素  基準を強化し適用延長  １業種（１区分） 

現行基準の適用延長   ８業種（９区分） 

  ふっ素  一律排水基準に移行   ３業種（４区分） 

       基準を強化し適用延長  ２業種（２区分） 

       現行基準の適用延長   ４業種（８区分） 

  アンモニア等 

       一律排水基準に移行   ４業種（４区分） 

       基準を強化し適用延長  11業種（11区分） 

       現行基準の適用延長   ２業種（２区分）

ほう素等の排水基準に係る経過措置の見直しについて 

有害物質（水質汚濁防止法施行令第２条） 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物、ｼｱﾝ化合物、有機ﾘﾝ化合物、鉛及びそ

の化合物、六価ｸﾛﾑ化合物、砒素及びその化合物、水銀及びｱﾙ

ｷﾙ水銀その他の水銀化合物、ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗ

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴ

ﾁﾚﾝ、ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾁｳﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｾﾚﾝ及び

その化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、

ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

水質汚濁防止法 

○すべての対象事業場に全国一律の排水基準 

水質汚濁防止法第３条第３項に基づく上乗せ条例 

○上水道水源地域等で法律の一律基準より厳しい排水基準を規定 

大阪府生活環境の保全等に関する条例 

○すべての対象事業場に法対象事業場と同様の排水基準 

法対象事業場 

条例対象事業場 



水質汚濁防止法に基づくほう素等３項目に係る暫定排水基準の見直し （平成19年７月１日施行） 

排 水 基 準 値 （mg/L） 

ほう素 ふっ素 アンモニア等 
番 

号 
業   種   等 

日平均 

排水量 

50㎥ 一律基準 ～H19.6 H19.7～ 一律基準 ～H19.6 H19.7～ 一律基準 ～H19.6 H19.7～ 

未満 ２５ ２５ 
１ ほうろう鉄器製造業  

以上 
５０ ５０

１５ １５ 
  

未満 ２５ ２５ 
ほうろううわ薬を製造 

以上 
５０ ５０

１５ １５ 
  

２ うわ薬製造業 

うわ薬かわらの製造に供するものを製造  １５０ １５０     

３ 粘土かわら製造業 うわ薬かわらを製造  １５０ １５０     

未満 １２ 廃止 
４ 貴金属製造・再生業  

以上 
５０ ５０

１５ 廃止 
５０００ ４０００

未満 ５０ ５０ 
５ 電気めっき業  

以上 
５０ ５０

１５ １５ 
５００ ５００

温泉排水を受け入れているもので一定のもの ５０ ５０

６ 下水道業 モリブデン、ジルコニウム化合物製造業排水を受け入

れているもの 

   
３００ ２５０

７ ほう酸製造業   １００ ８０   

８ 金属鉱業   １５０ １５０   

昭和49年以前に湧出した温泉を利用  

未満 
５０ ５０ 

９ 旅館業 
昭和49年以後に湧出した温泉を利用 

以上 

５００ ５００

１５ １５ 

10 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ金属複合板製造業   １３ 廃止 

11 非鉄金属製錬・精製業     １３ １１ 

12 化学肥料製造業     １５ １０ １４０ 廃止 

13 ふっ化水素酸製造業     １５ 廃止  

14 イットリウム酸化物製造業       ２００ １５０

15 酸化銀製造業       ２５０ 廃止 

16 触媒製造業       ２５０ 廃止 

17 酸化コバルト製造業       ７００ ４００

18 畜産農業       ９００ ９００

19 炭酸バリウム製造業       １０００ ８００

20 黄鉛顔料製造業       １３００ ９００

21 すず化合物製造業       ２０００ １８００

22 ｼﾞﾙｺﾆｳﾑ化合物製造業       ２４００ １８００

23 モリブデン化合物製造業       ２４００ ２０００

24 バナジウム化合物製造業       ２４００ ２０００

25 硝酸銀製造業       ２５００ ２０００

26 ネオジム化合物製造業   

海域以外 

１０

海域 

２３０

  

海域以外 

８

海域 

１５

  

１００

５０００ 廃止 

※暫定排水基準の適用期限は平成22年６月30日。斜字は今回の見直しにより暫定排水基準が廃止されたもの。網掛けは今回の見直しにより暫定排水基準値が強化されたもの。 


